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第１章 はじめに 

１ 改訂の経緯                         

平成 12年（2000年）の都市計画法の改正において、都道府県は、全ての都市計画区域1を

対象に、都市計画の整備、開発及び保全の方針を定める「都市計画区域マスタープラン」を

策定することが義務づけられました。 

都市計画区域マスタープランの策定に当たって、全県的、広域的な視点での都市づくりの

方向性との整合性を図るため、県全体としての都市づくりの基本理念や基本方針等を盛り込

んだ「岩手県都市計画ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を平成 16 年（2004 年）に策

定し、これに基づき 21区域の都市計画区域マスタープランを策定しています。 

一方で、前回のビジョンで設定した基準年となる平成 12年（2000年）からおおむね 20年

が経過し、その間、社会経済情勢の変化や東日本大震災津波の発災、新たな感染症の流行な

ど、都市を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、少子高齢化の進展等に伴う人口減少や、頻発化、激甚化する大規模な自然災害、脱

炭素社会の構築などの課題にも対応していく必要があります。 

こうした社会経済情勢等の変化を踏まえ、ビジョンを改訂するものです。 

 

２ 位置づけ                                        

ビジョンは、都市計画法に拠らない任意計画で、本県の総合計画である「いわて県民計画

（2019～2028）」を踏まえ、県民の暮らしや仕事の基盤となる都市計画区域の土地利用や都市

施設2の整備等の都市づくり3の基本理念や基本方針等を示すものです。 

こうしたことから、都市計画区域マスタープランの上位計画として位置づけ、都市計画区

域マスタープランの見直しや個別の都市計画決定4・変更5の際の基本指針として活用すると

ともに、市町村都市計画マスタープラン6の策定の際の参考となるものです。 

対象は、県内の全ての都市計画区域とします。 

長期的なビジョンの位置づけであり、計画期間は定めませんが、おおむね 20 年後を見据

えた内容とします。 

県及び市町村は、ビジョンの趣旨に沿って都市計画区域マスタープラン等の都市計画制度

を運用し、まちづくりを推進していくものとします。 

 

 

                             
1 都市計画区域：都市計画法第５条の規定に基づき、都道府県知事が指定する市街地等の区域。本県では 21区域 25市町村を指定して

いる。 
2 都市施設：都市計画法第 11条の規定に基づき、公園、緑地、下水道、教育文化施設、医療施設、社会福祉施など、都市計画区域の

生活や産業の基盤となる施設。 
3 都市づくり：都市計画法に基づき、主に行政が主体となって行う都市整備。 
4 都市計画決定：都市計画法第 18条及び第 19条の規定に基づき、都市計画区域の土地利用や都市施設の位置等の都市計画を決定する

こと。 
5 都市計画変更：都市計画法第 21条の規定に基づき、都市計画を変更すること。 
6 市町村都市計画マスタープラン：都市計画法第 18条の２の規定に基づき、市町村が定める市町村の都市計画に関する基本的な方

針。 
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図１ 岩手県都市計画区域図 
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図２ 都市計画ビジョンの位置づけ 

 

 

 

 

県 市町村 

いわて県民計画（2019～2028） 市町村総合計画 等 

都市計画区域マスタープラン 

【都市計画法第６条の２】 

岩手県都市計画ビジョン 
【任意計画】 

市町村都市計画マスタープラン 

【都市計画法第 18条の２】 



3 

第２章 都市づくりの現状と課題 
 

１ 人口減少・高齢化の急速な進行               

    岩手県人口は、平成９年（1997年）以降減少し続けており、令和２年（2020年）の岩手県

の人口は 121万人となっています。 

生産年齢人口は、ピークである昭和 60年（1985年）と比べ 28万人、年少人口はピークで

ある昭和 30年（1955年）と比べ 38万人減少している一方、老年人口は最も少なかった昭和

10年（1935年）と比べ 35万人増加しています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、岩手県の人口は 2040年に 96万人

程度になると見込まれ、更にその後も減少を続けると推計されています。 

こうした人口減少・高齢化の急速な進行は、地域経済の衰退や医療、介護の需要の増大、

公共交通の維持・確保など、今後のまちづくり7への影響が懸念されるため、高齢者が健康で

快適な生活を送り、子育て世代が働きながら生活しやすい環境を整備し、自律的で持続可能

な都市を実現していくことが重要な課題となります。 

こうした課題の解決に向けては、都市全体の構造を見直し、医療、福祉、商業等の施設や

住居がまとまって拠点を形成し、拠点間を公共交通で結ぶコンパクトな都市づくりを進めて

いく必要があります。 

 

 図３ 本県の人口推移（出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所） 

 
図４ 本県の年齢別人口割合の推移（出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所） 

                             
7 まちづくり：県民参加又は県民が主体となって、行政・県民・専門家等が協働して進める個別の地域や地区の都市整備。ｐ 
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２ 巨大地震・津波への備え                  

平成 23年（2011年）３月 11日の東日本大震災津波により、本県では、沿岸部を中心に壊

滅的な被害を受け、多くの方々が犠牲となりました。 

この震災の教訓として、防災施設だけに頼るのではなく、避難対策などを組み合わせるこ

とで、災害に備えて「なんとしても人命を守る」ことの重要性を再認識しました。 

今後も、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による最大クラスの津波の発生が予測される

中、災害に強い都市を実現していくためには、津波防災施設などのハード対策と避難体制整

備などのソフト施策を組み合わせた多重防災型のまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【防災集団移転促進事業】（宮古市）      【津波防災拠点市街地形成施設】（大船渡市） 

３ 頻発する大規模な自然災害への備え             

近年、日本各地で台風や集中豪雨による河川氾濫や土砂災害など、気候変動が一因と考え

られる大規模な自然災害が高い頻度で発生しています。本県においても、平成 28 年台風第

10 号及び令和元年東日本台風によって沿岸部や中山間地域で大規模な浸水や土砂崩れなど

甚大な被害が発生しました。 

このような気候変動の影響が一因と考えられる大規模な自然災害に対応するため、河川の

流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して行う「流域

治水」の実現を図る取組が進められています。 

こうした動きを踏まえ、防災施設の整備による対策だけではなく、災害発生の危険性が高

いエリアにできるだけ住まないように規制や誘導を行うなど、これまでの人々の住まい方や

土地利用を見直し、防災・減災のためのまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年東日本台風による被害の状況（久慈市）   図５ 災害リスクの分析出典：国土交通省 
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４ 顕在化する環境問題への対応                

近年、世界各地で猛暑や台風、集中豪雨などの異常気象が頻発しています。 

平成 27 年（2015 年）に「パリ協定」が採択され、脱炭素社会を目指す取組が世界各国で

始められていますが、令和２年（2020年）の世界の平均気温が過去最高となるなど、地球温

暖化に歯止めがかかっておらず、世界の気候は、今まさに非常事態に直面しています。 

国では、地球温暖化の防止に向けて「温室効果ガス排出量の 2050年実質ゼロ」を目指し、

取組が推進されており、本県においても、令和３年（2021年）２月に「いわて気候非常事態

宣言」を発表し、「温室効果ガス排出量の 2050年実質ゼロ」の達成に向けて、省エネルギー

対策の推進と再生可能エネルギーの導入促進に取り組むこととしています。 

こうしたことを踏まえ、都市づくりにおいては、都市機能の集積によるコンパクトな都市

形成を推進するとともに、都市の交通環境の整備による環境にやさしい都市づくりを進めて

いくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 空き家・空き地の増加と都市の低密度化           

近年、人口減少・高齢化が急速に進行していることを背景に、都市部の多くでは空き家や

空き地が増加しています。 

こうした都市部の低密度化が更に進めば、医療や福祉、商業等の都市機能の低下や治安・

景観の悪化を招き、都市部で持続的に安心して日常生活を送ることが困難になる可能性があ

ります。 

また、新たな感染症の流行等を契機としたテレワークの進展による人々の働く場所や住む

場所の選択肢の拡大など、様々なニーズ、変化に対応したまちづくりが必要とされています。 

こうしたことから、都市部においては、空き家・空き地を有効に活用して良質なオフィス

や住環境を備えた都市としての魅力を高め、にぎわいや活力を取り戻していくことが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

  

酒屋を飲食店に改修した事例（遠野市） コワーキングスペースの事例（二戸市） 

【都市計画道路の整備】（盛岡市）（写真左：整備前、写真右：整備後） 
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図６ 岩手県の空き家数及び空き家率の推移（出典：住宅・土地統計調査） 

６ 広域的な道路ネットワークを生かした交流・連携の拡大    

本県は、東西約 122キロメートル、南北約 189

キロメートルで東京圏（東京都、埼玉県、千葉

県、神奈川県）よりも大きな面積を有し、都市

間の移動に長時間を要します。 

こうした中、東日本大震災津波を契機に、復

興事業によって、三陸縦貫自動車道、釜石横断

自動車道などが復興道路8として整備され、県

内の基軸となる高規格幹線道路ネットワーク

が完成しつつある状況です。 

このような新たな道路ネットワークの整備

によって、人々の日常生活圏は拡大し、立地企

業の増加や物流の活性化など、都市づくりの環

境が大きく変化しています。 

今後は、こうした変化に対応し、人とモノの

交流・連携を生かし、活力ある都市づくりを進

めていくことが必要です。 

 

                                    

                           図７ 高規格幹線道路9ネットワーク 

                             
8 復興道路：三陸沿岸地域の縦貫軸と内陸部の三陸沿岸地域を結ぶ横断軸の高規格幹線道路等の総称。なお、国では、縦貫軸を「復興

道路」、横断軸を「復興支援道路」と呼称している。 
9 高規格幹線道路：自動車の高速交通の確保を図るため必要な道路で、全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路。 
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７ 岩手の自然や歴史・文化を生かした景観形成            

本県は、岩手山や三陸海岸をはじめとする多くの美しい自然の風景や平泉文化に代表され

る歴史的な文化遺産など、多くの優れた景観を有しています。また、都市には、歴史・文化

を感じさせる街道や建築物などがつくる景観が残っています。 

このような景観は、岩手の先人たちが長い年月をかけて自然や歴史的風土との調和を図り

ながら大切に創りあげてきたものであり、県民の大切な資産であると言えます。 

一方で、良好な景観は、一度失われると回復することが非常に困難なため、景観の持つ役

割についての理解を深め、自然や歴史・文化を守り、生かしながら、魅力あるまちづくりを

進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       菜の花畑と岩手山              三陸海岸（北山崎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        中津川沿いの遊歩道と街並み        景観に配慮された街並み（平泉町） 

 

８ 厳しい財政状況への対応                  

社会全体が人口減少・高齢化へと進む中、社会保障費等の増加と税収の減少などにより、

今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれています。 

そのため、今後のまちづくりにおいては、より効果の高い事業に選択・集中を図りつつ、

既存施設の有効利用や集約・再編を進めながら、コンパクトな都市づくりを進めていく必要

があります。 
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９ 都市づくりに対する県民ニーズ               

「いわて県民計画（2019～2028）」の策定に当たって県が実施したアンケート調査から、こ

れからの 10 年の都市づくりに関する県民ニーズを整理しました。その結果から、次のよう

な傾向が見られます。 

 

（１）県民意向調査 

実 施：平成 30年（2018年）１月～２月 

対象者：県内に居住する 18歳以上の男女 5,000名 

 

居住環境について（これからの 10年で改善を要する項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全について（これからの 10年で改善を要する項目） 

 

 

 

 

 

  

出典：次期総合計画策定に係る県民意向調査結果 

・「公共交通機関の維持・確保」

が 58.6％、「買い物の利便性

の確保」が 58.2％と、日常

生活の利便性に関する項目

が高くなっています。 

・また、「公共施設の維持・整

備」が 48.4％、「生活道路の

整備」が 43.5％となってい

ます。 

・「災害に対する備えの充実」

が 57.6％、「災害時における

行政 の迅速な対 応」が

57.0％、「災害時における正

確な情報提供」が 55.3％と、

この３項目が過半を超えて

います。 

・東日本大震災津波の教訓を

踏まえ、災害に関する項目

が上位を占めています。 
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（２）中高生アンケート 

実 施：平成 29年（2017年）11月～12月 

対象者：県内の公立中学校の２年生（1,306人）及び県立高校の２年生（2,317人） 

 

 

中学生（10年後も岩手で住み続けたいと感じるために重要なこと） 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生（10年後も岩手で住み続けたいと感じるために重要なこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：岩手県内の中高生を対象としたアンケート調査結果 

・「住んでいる地域が安全」

が 69.7％、ついで「住まい

やその周辺環境が快適で

ある」が 68.6％と、地域の

安全性や快適性に関する

ことが重要視されていま

す。 

・ついで「希望する仕事があ

る」が 67.0％、「必要な収

入が得られる」が 60.8％

となっています。 

・「住まいやその周辺環境が

快適である」が 67.9％と

最も高く、ついで「希望す

る仕事がある」が 65.8％、

「必要な収入が得られる」

が 64.3％となっていま

す。 

・中学生より社会人に近い

立場の高校生は、地域の快

適性とあわせ、経済面も重

要視しています。 
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（３）アンケート調査結果から 

県民意識調査の結果では、居住環境については、「公共交通機関の維持・確保」や「買い物

の利便性の確保」等でニーズが高く、日常生活における利便性や快適性の向上を求めている

ことがうかがえます。また、安全については、「災害に対する備えや災害時の情報入手」等の

ニーズが高く、東日本大震災津波や頻発する大規模な自然災害を受けて、非常時における安

全性の確保を求めていることがうかがえます。 

また、中高生アンケートでも、10年後に岩手で住み続けたいと感じるために重要なことは、

「住んでいる地域が安全」や「住まいやその周辺環境が快適である」を重要と考える人の割

合が高くなっていますが、次いで「希望する仕事がある」を重要と考える人の割合が高くな

っており、就職・進学を機に県外に転出する若者が多い状況を反映した結果となっています。 

このような県民ニーズを踏まえ、今後の都市づくりにおいては、誰もが安心して快適に暮

らせる都市を目指すとともに、誰もがやりがいを持って仕事ができる活力ある都市を実現し

ていくことも重要な視点であると考えられます。 
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第３章 基本理念（将来都市像） 

 

第２章で述べた都市づくりの現状と課題を踏まえ、都市づくりの基本理念として、目指すべき３

つの将来都市像を示します。 

 

   

 

 

１ 人口減少・高齢化の急速な進行 

・高齢者・子育て世代などが働きやすく暮らしやす 

いまちづくり 

２ 想定される巨大地震・津波への備え 

・ハード対策とソフト施策を組み合わせた多重防災

型まちづくり 

３ 頻発する大規模な自然災害への備え 

・住まい方や土地利用の見直しによる防災・減災の 

まちづくり 

４ 顕在化する環境問題への対応 

・都市機能が集約したコンパクトな都市形成と交通

環境の整備による環境負荷の低減 

５ 空き家・空き地の増加と都市の低密度化 

・空き家・空き地の有効活用によるまちの魅力向上 

とにぎわい創出 

６ 広域的な道路ネットワークの整備による交流・連携の拡大 

・広域的な道路ネットワークの整備効果を生かし交

流・連携の促進による活力ある産業の展開するま

ちづくり 

７ 岩手の自然や歴史・文化を生かした景観形成 

・自然や歴史・文化の保全とそれらを生かしたまち 

の魅力向上 

８ 厳しい財政状況への対応 

・都市機能の再編 

・公共投資の選択と集中 

９ 都市づくりに対する県民ニーズ 

・日常生活の利便性と非常時の安全性の確保 

・誰もがやりがいを持って仕事ができる都市づくり 

                           

都市づくりの現状と課題 

目指すべき方向性 
基本理念（将来都市像） 

１ 安心して快適

に暮らせる都市 

２ 交流・連携が

活発で、活力あ
る産業が展開さ
れる都市 

３ 美しい自然と

街並みを生かし

た魅力ある都市 
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１ 安心して快適に暮らせる都市                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 交流・連携が活発で、活力ある産業が展開される都市     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 美しい自然と街並みを生かした魅力ある都市         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 公共施設や商業施設など生活利便施設が充実し、多くの人が中心市街地を訪れにぎわっ

ている。 

・ 病院や福祉・介護施設、子育て施設が身近なところにあり、安心して働きながら生活し

ている。 

・ 鉄道やバスなどの公共交通で誰もが自由に外出でき、また、道路ネットワークが整備さ

れ、都市内を快適に移動できる。 

・ 水害や土砂災害等に備えた防災施設と安全に避難できる体制が整備され、誰もが安心し

て暮らせる環境が整っている。 

・ 地域の人々が、地域のつながりによって互いに助け合い、安心して暮らし、住み続ける

ことができる。 

・ 広域的な道路ネットワークや空港・港湾等が活用され、国内外の様々な地域と、人・モ

ノが活発に交流・連携している。 

・ ものづくり産業などの活力ある産業が集積するとともに、新たな産業と雇用が創出さ

れ、誰もがやりがいを持ち仕事に就いている。 

・ まちなかでの起業や民間活力による公共施設の運営などにより、企業活動が活発に展開

されている。 

・ 岩手の豊かで美しい山、川、海等の自然と地域の人々が共生して生活している。 

・ 地域で育まれた歴史や文化が感じられる街道や建築物などの町並みを生かした魅力ある

景観が、地域のブランド力となり、県内外から多くの人が訪れている。 

・ コンパクトで利便性の高い都市の形成により、公共交通などの利用が進み、環境にやさ

しい都市となっている。 
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第４章 都市づくりの基本方針 

 

第３章で示した３つの基本理念（将来都市像）を実現するため、都市づくりの基本方針を以下の

とおりとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 利便性と安全性が

確保されたコンパク

トな都市づくり 

２ 産業と交流を支え

る地域ストックを生

かした都市づくり 

３ 環境と共生する都
市づくり 

基本理念（将来都市像） 都市づくりの基本方針 

１ 安心して快適に暮

らせる都市 

２ 交流・連携が活発

で、活力ある産業が

展開される都市 

３ 美しい自然と街並

みを生かした魅力あ

る都市 
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１ 利便性と安全性が確保されたコンパクトな都市づくり     

将来人口の減少を見据えて都市構造を適正に見直すとともに、自律的で持続可能な災害に強いま

ちづくりを進めるため、コンパクトな都市づくりに取り組みます。 

 

・ 医療、福祉、商業等の身近な生活に必要な都市機能は、各機能の特性に応じた一定の利用圏に

誘導し、子育て・介護世代や高齢者などが安心して働き暮らしやすいまちづくりを推進します。 

・ 誰もが不自由なく外出できるよう、公共交通ネットワークの利便性を生かしたまちづくりを推

進するとともに、道路交通などの環境整備を進めます。 

・ 将来起こり得る様々な自然災害に対して、県民が安全・安心に暮らせるよう、防災施設の整備

と土地利用規制や避難体制整備などを一体的に進め、都市の防災力を向上させます。 

 

２ 産業と交流を支える地域ストックを生かした都市づくり    

充実してきた広域的な道路ネットワークなどを生かした企業活動や物流、観光などの経済活動に

対応した都市づくりに取り組みます。 

 

・ 広域的な道路ネットワークによる県内外との交流・連携や日常生活圏の拡大を生かし、地域の

活力を高めるものづくり産業などの基盤となるまちづくりを推進します。 

・ 港湾や空港などの活用による国内外との交流拡大を生かし、産業立地を支援する適正な土地利

用や観光産業を支援する都市づくりを進めます。 

・ 空き家・空き地などの既存ストックの活用による起業やまちなかの活性化、民間参入による公

共施設の管理・運営などの取組を推進します。 

 

３ 環境と共生する都市づくり                 

いわての美しい自然や文化を感じられる街並みを生かした都市景観を保全し、環境にやさしく持

続可能でコンパクトな都市づくりに取り組みます。 

 

・ 地域の自然や歴史・文化を感じられる都市景観を保全・創造し、都市景観を生かした魅力的な

まちづくりを推進します。 

・ 低炭素で環境にやさしい持続可能な都市の実現を目指し、市街地内の都市施設の緑化等を進め

るとともに、コンパクトな都市形成を推進します。 
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第５章 都市計画制度の運用方針 

 

第４章で述べた基本方針による都市づくりを推進するため、都市計画制度の運用の基本的な考

え方を示します。 

１ 土地利用                         

（１）都市計画区域 

 

都市と自然環境が調和した土地利用が行われるよう、都市計画区域を適切に指定します。 

 

 ・ 都市計画区域は、市町村の行政区域に捉われず、土地利用状況やその見通し、地形等の自

然条件、主要な交通施設の整備状況、その他社会的、経済的な動向等を勘案し、実質的に一

体の都市として整備、開発及び保全の必要のある区域として指定することとします。 

 ・ また、広域的な道路ネットワークや各種施設等の立地等による事業活動の広域化や日常生

活圏の拡大等に対応し、広域的な調整を強化する必要があると認められる場合は、複数の都

市計画区域で一体の都市計画区域マスタープランを策定することを検討します。 

 

（２）区域区分等 

 

機能的な土地利用を図り、コンパクトで活力あるまちづくりを進めるため、区域区分制度を適

切に運用します。 

 

 ・ 盛岡広域都市計画区域では、一定の人口規模を有し、産業の活動が比較的活発であり、住

宅や産業などの土地利用の需要が引き続き一定水準で推移することが見込まれるため、無秩

序な市街化の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、区域区分10の適用を継続します。 

 ・ これ以外の非線引き11都市計画区域では、現時点において区域区分の必要性は認められませ

んが、今後、社会的、経済的な動向等に変化が生じた場合には、市街地の拡大・縮小の可能

性や、まとまりのある良好な市街地形成の必要性などを勘案し、区域区分の適用を検討する

こととします。 

 ・ また、人口減少等による人口構造の変化に対応したコンパクトなまちづくりを推進するた

め、都市計画区域を対象とした立地適正化計画12の作成を推進していきます。 

 

                             
10 区域区分：都市計画法第７条の規定に基づき、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を進めるため、都市計画区域を市街

化区域と、市街化調整区域に区分すること。線引きともいわれる。 
11 非線引き：市街化区域と市街化調整区域との区分（区域区分）が定められていない都市計画区域。一方、市街化区域と市街化調整区

域との区分（区域区分）を定めることを線引きといい、本県では、盛岡広域都市計画区域が該当する。 
12 立地適正化計画：従来の都市計画制度における土地利用に加えて、居住機能や都市機能を適正に誘導することにより、コンパクトシ

ティ形成を推進するため、都市再生特別措置法第 81条の規定に基づき、市町村が策定する計画。本計画は、都市全体を見渡したマス

タープランとしての性質を有し、都市計画法に基づく市町村マスタープランの一部と見なされる。 
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（３）市街化区域、用途地域 

 

都市のにぎわいをつくり、安全・安心に暮らしていくための居住環境が確保されるよう、用途

地域等の指定や地区計画等の活用などを適切に運用します。 

 

 ・ 立地適正化計画の都市機能誘導区域13や居住誘導区域14の指定状況を踏まえ、適切な用途地

域15の設定や地区計画制度16の活用などにより、中心市街地等への都市機能の立地誘導を図る

とともに、立地適正化計画に低未利用土地の有効活用と適正管理のための施策を記載するな

ど、良好な住環境の維持・改善を図ります。 

 ・ 中心市街地では、都市機能の集積を図る観点から土地の高度利用を図ります。また、にぎ

わいと活力ある都市を実現するため、高度利用地区17等の活用により集合住宅や複合施設の立

地を促進します。 

 ・ 工業地では、特別用途地区18、地区計画制度などを活用し、操業環境の確保と周辺住環境と

の調和を図ります。 

 ・ 新たに市街化区域19に含める区域や、新たに用途地域を指定する区域については、災害リス

クの高い区域、いわゆるレッドゾーン20を含めないことを原則とします。 

 ・ 大規模集客施設21等は、商業地域、近隣商業地域や立地適正化計画の都市機能誘導区域への

適正な立地誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
13 都市機能誘導区域：都市再生特別措置法第 81 条の規定に基づき、市町村が作成する立地適正化計画で定められる区域で、都市再生

を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域。 
14 居住誘導区域：市町村が作成する立地適正化計画の中で定める区域。人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維

持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域。 
15 用途地域：都市機能の維持増進や住環境の保全等を目的とした土地の合理的利用を図るため、建築物の用途、容積率、建蔽率及び各

種の高さについて制限を行うもの。住居系、商業系、工業系に分かれ、現在は 13種類の用途地域に分類される。地域地区の一つ。 
16 地区計画制度：都市計画法第 12 条の４の規定に基づき、地区の特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するため、該当地区にお

けるまちづくりの目標・将来像や公共施設の整備、建築物に関する制限事項等を定める制度。 
17 高度利用地区：都市計画法第８条の規定に基づき、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新

を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地

区。 
18 特別用途地区：都市計画法第９条の規定に基づき、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、

環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区 
19 市街化区域：都市計画法第７条の規定に基づき、区域区分が行われた都市計画区域において、既に市街地を形成している区域及びお

おむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、都市計画法第７条第２項の規定に基づいて計画決定された区

域。 
20 レッドゾーン：都市計画法第 33条第１項第８号の規定に基づき、開発行為が規制されている「土砂災害特別警戒区域（土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）」「津波災害特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律）」「災害危険区

域（建築基準法）」「地すべり防止区域（地すべり等防止法）」「急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律）」の５区域。５区域は、各個別の法律において、住宅等の建築、開発行為などが規制されています。 
21 大規模集客施設：延べ床面積が１万㎡を越える店舗、飲食店、劇場、競技場等の用途を有する建築物。延べ床面積の考え方は、建築

基準法施行令第２条第１項第４号の規定に基づく。 
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（４）市街化調整区域、用途白地地域 

 

市街化を抑制しながら、既存集落の持続や産業動向への対応など地域の実情に応じた土地利用

を図ります。 

 

 ・ 市街化調整区域22は、市街化を抑制すべき区域であることから、開発許可制度23の適切な運

用により、開発行為24を原則として抑制します。 

 ・ 市街化調整区域の既存集落や大規模住宅団地等については、空き家の増加などによる地域

コミュニティ維持等の課題に対応するため、既存建築物の用途変更25等に係る開発許可制度の

弾力的な運用を検討するとともに、地区計画制度などの活用により、地域の実情に合わせた

土地利用を図ります。 

 ・ 用途白地地域26において、土地利用の増進を図る必要がある場合には、用途地域の指定を検

討します。 

 ・ 高速道路のインターチェンジ周辺など、産業拠点となり得る地域特性を有する区域につい

ては、地区計画制度などの活用により、秩序ある産業基盤づくりを図ります。 

 ・ 土地利用に当たっては、農林漁業との健全な調和を図りつつ、自然環境の保全に十分に配

慮するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
22 市街化調整区域：都市計画法第７条の規定に基づき、区域区分が行われた都市計画区域において、市街化区域に対して市街化を抑制

する区域として、都市計画法第７条第３項の規定に基づいて計画決定された区域。 
23 開発許可制度：都市計画法第 29条の規定に基づき、都市計画区域内外において、都市計画法第 29条に定める許可を必要とする開発

行為をしようとする者が受けなければいけない許可のことをいう。 
24 開発行為：都市計画法第４条第 12項の規定に基づき、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の

区画形質の変更。 
25 （市街化調整区域における）用途の変更：建築物の利用形態上の用途を変える（例：住宅を飲食店に変更）、建築物の利用形態は変

えずに、使用者を限定して許可を受けた場合の使用者を変えるなどをいう。 
26 用途白地地域：都市計画区域内において、用途地域が指定されていない区域 
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２ 都市施設                         

 

都市で暮らす人々の利便性の向上や都市空間の機能や魅力の向上に資する都市施設の整備を推進

します。 

 

 ・ 都市交通の円滑化や快適な都市空間の創出に資する都市計画道路、都市公園等の整備や更

新、管理を適正に進めます。 

・ 道路における歩行空間やオープンスペース27の創出など、人々が歩き、集い、交流する都市

を形成し、中心市街地の活性化に資する都市機能の整備を推進します。 

・ 都市の交通手段の１つである自転車の利用環境を整備し、道路の走行空間の確保等に取り

組みます。 

 ・ 都市の身近な公園を都市のにぎわい創出に活用するとともに、適正な運営、管理を図るた

め、民間企業等との連携に取り組み、公募設置管理制度28等の導入を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【都市計画道路】杜の大橋（盛岡市）    【都市計画公園】花巻広域公園（花巻市） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 都市空間の機能や魅力の向上（出典：国土交通省） 

                             
27 オープンスペース：公園・広場・河川・農地など、建物によって覆われていない土地あるいは敷地内の空地の総称。 
28 公募設置管理制度：都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理の手法で、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に

資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生じる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定

公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を公募により選定する制度。 
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３ 市街地開発事業等                     

 

都市を再生し、暮らしやすさを高め、良好な住環境を創出する市街地開発事業等を推進しま

す。 

 

 ・ 道路等の公共施設の整備状況や土地利用状況を踏まえ、計画的かつ良好な市街地を一体的

に整備する必要がある地区などにおいて、土地区画整理事業を進めます。 

・ 公共事業による整備が困難な場合などは、地区計画制度などを活用して道路等の公共施設

を確保し、市街地環境の整備を進めます。 

 ・ 主要鉄道駅等の交通結節点や都市機能の更新を図るべき区域において、土地の高度利用や

都市機能の誘導を図るため、市街地開発事業29等の導入を検討します。 

 ・ 市街地では、立地適正化計画等に基づき、都市機能の立地を誘導し、医療や介護、子育て

支援等のサービス機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【土地区画整理事業】 

荷渡地区土地区画整理事業（二戸市）      新幹線二戸駅周辺土地区画整理事業（二戸市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
29 市街地開発事業：都市計画法第 12 条に規定されている、宅地や公共施設などを一体的に整備する面的な開発を行う事業。主な事業

は、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業など。 
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４ 自然環境等の保全と活用                  

 

本県の豊かな自然環境や都市の歴史・文化を感じられるまちづくりを推進します。 

 

 ・ 土地利用に当たっては、農林漁業との健全な調和を図りつつ、自然環境の保全に十分に配

慮するものとします。 

 ・ 景観計画30による景観保全の取組を進め、良好な景観の形成を推進します。 

 ・ 歴史、文化など地域の魅力を生かした街並みの形成を図るため、地区計画等の活用による

まちづくりを推進します。 

・ 都市の歴史的な建造物や街並みが将来にわたり引き継がれるよう、地域における景観保全

の活動やにぎわいづくりの活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伝統的建造物群保存地区】（金ケ崎町）          【景観地区】（平泉町） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民を対象としたワークショップの事例 

   

 

 

                             
30 景観計画：景観法に基づく景観行政団体（地方公共団体）が、良好な景観の形成を図るため、その景観計画の区域、良好な景観の形

成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める計画。 
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５ 災害に備えた安全で安心なまちづくり            

 

津波や洪水、土砂災害など、将来起こり得る様々な自然災害に備え、安全で安心なまちづくり

を推進します。 

 

 ・ 気候変動の影響による降雨量の増加等に対応する「流域治水」の実現に向けて、関連する

各種計画や施策と連携して、災害に備えた安全で安心なまちづくりの取組を推進します。 

 ・ 災害危険区域や土砂災害特別警戒区域など災害ハザード情報を的確に把握したうえで、災

害リスクの高い区域、いわゆる災害レッドゾーンは、用途地域や立地適正化計画の居住誘導

区域から原則として除外します。 

・ 立地適正化計画の作成において、洪水による浸水想定区域31など災害への警戒が必要な区

域、いわゆる災害イエローゾーン32をやむを得ず居住誘導区域に含める場合には、防災指針33

を検討し、防災施設整備や避難体制確保など都市の防災機能の確保に関する取組方針を示

し、安全性や安心感の向上に取り組みます。 

・ 防災指針に位置づける避難計画は、誰もが分かりやすい内容とし、積極的な周知を図りま

す。 

 ・ 市街化調整区域の浸水想定区域では、開発許可制度の適切な運用により開発を抑制するほ

か、移転を促進するなど、防災・減災対策を推進します。 

・ 沿岸地域では、東日本大震災津波の復興事業によって津波防災施設が整備されましたが、

将来想定される最大クラスの津波に対して、浸水想定区域内の人が安全に避難できる体制を

整備し、ハード対策とソフト施策を組み合わせた多重防災型のまちづくりを引続き進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津波復興拠点整備事業】 

（大槌町町方地区）          （陸前高田市高田地区） 

                             
31 浸水想定区域：水防法に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する河川の氾濫、雨水の排除ができないことによる出水、高

潮による氾濫が起きた場合に浸水が想定される区域（「洪水浸水想定区域」「雨水出水浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」） 
32 イエローゾーン：レッドゾーンと異なり、開発行為等の規制はかかっていないものの、区域内の警戒避難体制の確保のため、行政が

災害リスク情報の提供等を実施する区域。都市計画法で明確な位置づけはないが、例えば、災害の危険性が高いエリアとして、「浸水

想定区域（水防法）」「土砂災害警戒区域（土砂災害防止法）」「津波災害警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律）」などが該当す

る。 
33 防災指針：令和２年（2020年）年９月の都市再生特別措置法等の一部改正により、防災の観点を取り入れたまちづくりを加速させ

るため、立地適正化計画の記載事項として、新たに、居住誘導区域内の防災対策を記載する「防災指針」を位置づけ、コンパクトシテ

ィの取組における防災の主流化を推進している。 
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６ 多様な主体と連携したまちづくり              

 

県と市町村が相互に協力・連携し、まちづくりの課題に適切に対応していきます。 

 

 ・ 市町村は、住民に最も身近な自治体として、地域の特性を十分に生かしたまちづくりを主

体となって進めます。 

・ 県は、市町村が主体となるまちづくりの取組や課題に対し、技術的な支援を実施していき

ます。 

 ・ また、県は、市町村の区域を越える広域的・根幹的な観点から都市計画の方向性を示し、

必要に応じて市町村間における広域的な課題について調整を行います。 

 

 

住民やＮＰＯとの協働によるまちづくりを展開します。 

 

 ・ 今後も都市が持続的に発展していくためには、住民一人ひとりがまちづくりに関心を持ち

参画していくことが重要です。そのため、様々な媒体を通じて都市計画やまちづくりに関す

る情報発信を積極的に行います。 

 ・ 住民やＮＰＯなど地域が主体となって行うまちづくり活動に対して技術的な支援を行うほ

か、必要に応じて専門家を派遣するなど、地域主体のまちづくり活動を支援します。 

・ 都市計画提案制度34や地区計画制度、建築協定35、景観協定36、緑地協定37等の活用を推進

し、住民主体のまちづくりを展開していきます。 

 

 

民間事業者が主体となったまちづくりを推進します。 

 

 ・ 民間事業者による開発行為は、都市構造の再構築や住環境の改善につながることから、都

市計画による適正なコントロールのもとで積極的に推進するものとし、都市計画提案制度な

ど民間事業者が参画できる仕組みを活用したまちづくりを推進します。 

  

                             
34 都市計画提案制度：都市計画法第 21条の２に基づき、地域住民等が主体となった良好なまちづくりを推進するため、土地所有者、

まちづくり協議会、まちづくりＮＰＯ等が、一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者等の２／３以上の同意を得て、都市

計画の決定権者に対して提案をすることができる制度。 
35 建築協定：建築基準法に基づく制度で、住宅地としての環境や建築物の利用を増進することなどを目的として、土地所有者等同士が

建築物の基準に関する一種の協定を締結し、公的主体（県及び市）の認可により、建築の際の条件を付与する制度。 
36 景観協定：景観法に基づく制度の一つで、景観計画区域内のある一定の区域において、土地所有者全員の合意に基づき定められる協

定。協定区域内の建築物の形態意匠、緑化、看板など、景観に関するルールを定めることができる制度。 
37 緑地協定：都市緑地法に基づき、土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度。 
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第６章 広域振興圏ごとの都市づくり 

１ 広域振興圏の区分                     

「いわて県民計画（2019～2028）」では、地域振興の基本的な考え方として、広域的な視点から４

広域振興圏ごとに地域の特性を十分に踏まえた取組を進めていくこととしています。 

ビジョンにおいてもこうした地域特性に応じた都市づくりを推進するため、４広域振興圏ごとに

地域の現状と課題を整理し、地域が目指す都市づくりの基本方針を示します。 

図９ 広域振興圏の区分 
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２ 県央広域振興圏の都市づくりの基本方針           

（１）都市づくりの現状と課題 

県央広域振興圏の都市づくりの現状と課題について示します。 

現状 

・ 県全体が人口減少傾向にある中、圏域の中心となる盛岡広域都市計画区域のうち

一部市町においては、一定の人口規模を維持しており、今後の減少傾向も他の地域

に比べ小さいと予測されています。 

・ 新幹線や東北縦貫自動車道などの広域交通体系が整備され、特に県庁所在地であ

る盛岡市はこれらの交通の要衝となっており、多様な都市機能が集積しています。 

・ 第三次産業の総生産額は、県全体の約４割を占めており、商業等のサービス業が

集積しています。 

・ 岩手山、八幡平、安比高原など、美しい自然環境に恵まれています。 

・ 北上川、雫石川などの良好な水辺空間が存在しています。 

・ 盛岡市には、城下町の風情が残っています。 

課題 

・ 本県の中心都市として維持・発展していくために、公共交通ネットワークの向上な

ど、圏域全体で生活利便性の向上を図っていく必要があります。 

・ 岩手医科大学附属病院の矢巾町移転に伴い、国道４号盛岡南道路などアクセス道路

の整備を図っていく必要があります。 

・ 第三次産業のさらなる充実を図るとともに、圏域の各都市の魅力と資源を生かした

産業の育成及び活性化を図っていく必要があります。 

・ 良好な自然環境と調和した緑豊かな都市空間を形成する必要があります。 

・ 歴史的な資源や文化の保存・継承と、これらの魅力を生かした景観形成を進めてい

く必要があります。 

（２）都市づくりの基本方針 

第４章の都市づくりの基本方針を踏まえ、県央広域振興圏の都市づくりの基本方針を以下

に示します。 

【都市づくりの基本方針】 

１ 利便性と安全性が確保された

コンパクトな都市づくり 

・ 県庁所在地である盛岡市を中心に、行政、商業、医療・

福祉、教育・文化などの多様な都市機能の充実を進め、東

北における拠点性の更なる向上を図ります。 

・ 盛岡市内及び盛岡市と他の都市間における公共交通の

ネットワークの充実を図り、高齢者をはじめとする誰も

が移動しやすい交通環境の構築を目指します。 

・ 市街化調整区域における既存集落等の維持を図るとと

もに、産業拠点となり得る地域特性を有する区域につい

ては、地区計画制度などの活用により、地域の実情に合わ

せた土地利用を図ります。 
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２ 産業と交流を支える地域スト

ックを生かした都市づくり 

・ 宮古盛岡横断道路や国道４号盛岡南道路などの整備を

促進し、圏域内外のさらなる交流・連携を図ります。 

・ 広域的交通体系の整備や既成市街地を活用し、圏域内外

の交流・連携を図り、様々な産業誘致に対応したまちづく

りを推進します。 

３ 環境と共生する都市づくり 

・ 岩手山麓、八幡平周辺の地域は、景観計画に基づき自然

環境や景観を守りながら、観光・レクリエーション等への

活用を目指します。 

・ 盛岡城跡を中心とする城下町の街並み、その他様々な歴

史的建造物や史跡など、歴史的な魅力を生かした都市景

観の形成を図ります。 

 

 

３ 県南広域振興圏の都市づくりの基本方針            

（１）都市づくりの現状と課題 

県南広域振興圏の都市づくりの現状と課題について示します。 

現状 

・ 圏域全体及び各都市の人口は、近年、減少傾向となっています。 

・ 新幹線や東北縦貫自動車道、東北横断自動車道、いわて花巻空港等の広域交通体系

が整備されています。 

・ 北上川流域に沿って、花巻市から一関市まで人口 10万人前後の都市が連たんし、

自動車・半導体関連の企業が多く立地し、第二次産業が集積する地域となっていま

す。 

・ 早池峰国定公園、栗駒国定公園、室根高原県立自然公園など、奥羽山脈、北上山地

の豊かな自然環境に恵まれています。 

・ 平泉世界文化遺産に登録された歴史的建造物をはじめ、様々な文化遺産が存在して

います。 

・ 花巻市、金ケ崎町、奥州市には城下町の風情が残っています。 

課題 

・ 東北横断自動車道等の広域交通体系の整備効果を生かし、圏域内外のさらなる交

流・連携を進め、産業の活性化を図っていく必要があります。 

・ 良好な自然環境と調和した緑豊かな都市空間を形成する必要があります。 

・ 歴史的な資源や文化の保存・継承と、これらの魅力を生かした景観形成を進めてい

く必要があります。 
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（２）都市づくりの基本方針 

第４章の都市づくりの基本方針を踏まえ、県南広域振興圏の都市づくりの基本方針を以下

に示します。 

【都市づくりの基本方針】 

１ 利便性と安全性が確保された

コンパクトな都市づくり 

・ 圏域の拠点都市である花巻市、北上市、奥州市、一関市

及び遠野市では、商業、工業、観光、医療・福祉等の都市

機能の充実を図ります。 

・ 都市間における公共交通のネットワークの充実を図り、

高齢者をはじめとする誰もが移動しやすい交通環境の構

築を目指します。 

２ 産業と交流を支える地域スト

ックを生かした都市づくり 

・ いわて花巻空港と高速道路による東北各地とのアクセ

スの良さを生かし、産業の立地や観光産業の活性化に資

するまちづくりを推進します。 

・ 東北横断自動車道等の整備効果を生かした圏域内外の

さらなる交流・連携を図り、工業や物流の拠点として更に

発展するまちづくりを推進します。 

３ 環境と共生する都市づくり 

・ 早池峰国定公園、栗駒国定公園、温泉郷、地域の歴史・

文化などの多様な地域資源を生かし、個性と魅力ある都

市づくりを目指します。 

・ 世界文化遺産に登録された「平泉の文化遺産」をはじめ

とする、魅力的な歴史的・文化的資源を生かした都市景観

の形成を図ります。 

４ 沿岸広域振興圏の都市づくりの基本方針           

（１）都市づくりの現状と課題 

沿岸広域振興圏の都市づくりの現状と課題について示します。 

現状 

・ 県内の中でも人口減少と高齢化が進んでいる圏域です。 

・ 東日本大震災津波からの復興により、公共施設や商業施設、住宅地などが新たに整

備されています。 

・ 三陸縦貫自動車道や東北横断自動車道、三陸北縦貫道路、宮古盛岡横断道路の整備

が進んだことにより、広域的な道路ネットワークが形成され、地域住民の生活圏が広

がっています。 

・ 重要港湾である宮古港、釜石港、大船渡港があります。 

・ 三陸復興国立公園、早池峰国定公園など多様な自然環境に恵まれています。 

・ 浄土ヶ浜、龍泉洞など全国的にも知名度がある観光地が存在しています。 

・ 釜石市には、世界文化遺産に登録された「橋野鉄鉱山」があります。 

・ 陸前高田市には、高田松原津波復興祈念公園や東日本大震災津波伝承館といった震

災を伝承する施設があります。 
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課題 

・ 人口減少や高齢化が進む中で、復興まちづくりで整備された新しい市街地におい

て、土地の利活用やにぎわいづくりに取り組む必要があります。 

・ 三陸縦貫自動車道などの広域的な道路ネットワークと物流拠点となる港湾機能を

活用し、物流や観光など産業振興を図る必要があります。 

・ 良好な自然環境と調和した緑豊かな都市空間を形成する必要があります。 

・ 東日本大震災津波の記憶や経験を語り継ぎ、災害に強く安全で安心な暮らしを支え

る防災都市・地域をつくる必要があります。 

（２）都市づくりの基本方針 

第４章の都市づくりの基本方針を踏まえ、沿岸広域振興圏の都市づくりの基本方針を以下

に示します。 

【都市づくりの基本方針】 

１ 利便性と安全性が確保された

コンパクトな都市づくり 

・ 公共交通のネットワークの充実を図り、高齢者をはじめ

とする誰もが移動しやすい交通環境の構築を目指しま

す。 

・ 東日本大震災津波の教訓を踏まえ、将来発生しうる様々

な自然災害に備えて総合的な防災対策を進め、多重防災

型まちづくりによる安全なまちづくりを推進します。 

２ 産業と交流を支える地域スト

ックを生かした都市づくり 

 三陸縦貫自動車道などの広域的な道路ネットワークと物

流拠点である港湾機能を活用し、内陸部や県外との物流拡

大や、様々な産業誘致に対応したまちづくりを推進します。 

３ 環境と共生する都市づくり 

復興で整備された新しい市街地と三陸沿岸の景観との調

和を図りながら、観光・レクリエーション等へ活用し、まち

づくりに生かしていきます。 

５ 県北広域振興圏の都市づくりの基本方針            

（１）都市づくりの現状と課題 

県北広域振興圏の都市づくりの現状と課題について示します。 

現状 

・ 圏域の人口は減少傾向にあり、県平均を上回る減少率となっています。 

・ 東北新幹線の二戸駅が圏域の玄関口となっています。 

・ 東北縦貫自動車道、八戸・久慈自動車道に加え三陸北縦貫道路の整備が進んでお

り、広域的な道路ネットワークが形成されつつあります。 

・ 重要港湾である久慈港があります。 

・ 漆関連産業やアパレル産業、ブロイラーなど特色ある地場産業が根付いています。 

・ 木質バイオマスエネルギーや風力発電等の再生可能エネルギーの利活用が進んで

います。 

・ 折爪・馬仙峡県立自然公園などの豊かな自然環境や、国民保養温泉地に指定されて

いる金田一温泉郷があります。 
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現状 
・ 世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の御所野遺跡や、九戸

城跡等の歴史的資源も多く存在しています。 

課題 

・ 東北縦貫自動車道、八戸・久慈自動車道及び三陸北縦貫道路の活用により、圏域内

外の交流・連携を進め、産業の活性化を図っていく必要があります。 

・ 人口減少が進む中で、持続的なまちづくりを進めていくため、地域の特色を生かし

た産業の振興を図る必要があります。 

・ 良好な自然環境と調和した緑豊かな都市空間を形成する必要があります。 

・ 観光資源と自然豊かな地域特性を生かした産業振興を図っていく必要があります。 

・ 伝統的な歴史や文化の保存・継承と、これらの魅力を生かした景観形成を進めてい

く必要があります。 

（２）都市づくりの基本方針 

第４章の都市づくりの基本方針を踏まえ、県北広域振興圏の都市づくりの基本方針を以下

に示します。 

   【都市づくりの基本方針】 

１ 利便性と安全性が確保された

コンパクトな都市づくり 

・ 圏域を構成する各都市においては、医療・福祉・子育て

施設等を充実させ、子育て世代や高齢者などが安心して

働き暮らしやすい都市づくりを目指します。 

・ 公共交通のネットワークの充実を図り、高齢者をはじめ

とする誰もが移動しやすい交通環境の構築を目指しま

す。 

２ 産業と交流を支える地域スト

ックを生かした都市づくり 

・ 東北縦貫自動車道、八戸・久慈自動車道及び三陸北縦貫

道路の広域道路ネットワークと重要港湾を活用し、圏域

内外の交流・連携を図り、様々な産業誘致に対応したまち

づくりを推進します。 

・ 豊かな自然や観光資源、地場産業等の地域ストックを活

用しながら就業の場の創出を図り、地域の特色を生かし

たまちづくりを推進します。 

３ 環境と共生する都市づくり 

・ 折爪岳・馬淵川等の豊かな自然環境を守るともに、歴史

的資源や金田一温泉郷等の観光資源を生かし、個性と魅

力ある都市づくりを目指します。 

・ 木質バイオマスエネルギーや風力発電等の再生可能エ

ネルギーの利活用により環境負荷の少ない都市環境の形

成を目指します。 

・ 風光明媚な三陸沿岸の自然環境や、地域に根付く歴史的

な魅力を生かした都市景観の形成を図ります。 
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岩手県都市計画ビジョン 

令和３年９月 

 

岩手県県土整備部都市計画課 

 

岩手県盛岡市内丸 10-1 

電話：019-629-5886 
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